
幸田町では、≪スズメバチ≫と≪ミツバチ≫による人への刺害等の危害を未然に防ぐため、

蜂の巣などを処理する事業を行っています。 

【処理対象】 

スズメバチの巣及びミツバチの分ぽう

 ※周辺にハチの巣が無く、飛んでいるだけのハチの処理は行っておりません。 

【対象外】 

上記以外のアシナガバチ等（家庭でできるアシナガバチの巣の処理の方法 ※別記参照） 

ご自身での処理をお願いしています。 

※巣の処理の相談は受け付けますが、処理は有料となります。 

※スズメバチやミツバチであっても、事業所やアパートなどは巣・分ぽう処理の対象になら

ない場合があります。 

【費用負担】 

 ・巣・分ぽう処理にかかる基本的な費用は、町で負担します。 

・作業にあたり、特別に必要な薬剤や資材などを使用した分は、依頼者負担になります。 

【作業工程】 

・本事業を町から受託した業者から依頼者へ連絡した後、訪問して作業をします。 

・巣・分ぽう処理時に依頼者の立会いが必要です。 

・処理作業を行うにあたり、特に必要な機材の準備又は撤去する必要があるものについては、 

あらかじめ依頼者で対応していただきます。 

・処理時に大工作業等が必要な場合はご自分で手配して下さい。 

【連絡方法】 

・その土地・建物の所有者又は管理者が、下記まで連絡してください。 

・あらかじめ蜂の巣がある場所と巣の形状を確認のうえ連絡してください。 

※蜂の巣を確認するときは、十分な距離を保ち、蜂を刺激しないように気をつけましょう。 

連絡先 環境経済部 産業振興課 農業振興グループ 電話０５６４－６２－１１１１（内線２６４）

野生蜂巣・分封（ぶんぽう）処理事業について 産業振興課 



【スズメバチとアシナガバチの巣の見分けかた】 

◆ コガタスズメバチの巣 ◆

【特徴】 

①ボールのような球状で、外観は縞（マーブル）模様。出入りする穴が１・２か所あります。 

②巣のでき始めは徳利を逆さまにしたような形状。その後、大きくなるにつれて徳利の先の

部分がとれて、球状になっていきます。 

③このほか、土の中や木の根元に巣を作る種類のものもあります。 

◆ アシナガバチの巣 ◆ ※処理対象外です。

特徴 

・ 開いた傘のような半球状で、下から六角形の穴（さなぎの部屋）がたくさん見えます。 

◎ アシナガバチの一般的な処理方法 ◎

１ 夕方、薄暗くなってから行いましょう。 

２ 巣にとまっている蜂に向かって殺虫剤（蜂用又はゴキブリ用）をしっかりかけます。 

３ 蜂が全部落ちたら、巣を落とします。 

４ 死んだ蜂と蜂の巣を片付けてください。 

☆ 処理するときの注意点 ☆ 

１ 殺虫剤をかけるときは、薬剤がかかったり、落ちてきた蜂が服の中に入り刺されることがあるの

で、真下からは使用せず、必ず横から噴霧しましょう。 

２ 蜂は、暗くなると目が見えなくなり活動をしなくなるので、しっかりと殺虫剤をかけましょう。 

３ 残った巣は、放置せずに必ず取り除いてください。 

４ 作業にあたっては、長そで・長ズボンを着用するなど、できるだけ肌が露出しないような服装が

より安全です。 



【ミツバチの分封（ぶんぽう）】

特徴 

・ ５～７月に見られる現象で、群れを増やすために行われます。通常は数日でいなくなります。 

※※※ 万が一、ハチに刺されてしまったときは・・・ ※※※ 

◎ まずは、落ち着いて行動しましょう。 ◎ 

１ 速やかに刺された場所から離れましょう。 

  ２ 傷口を流水（水道水など）でよく洗い流します。 

  ３ 速やかに医療機関に相談又は受診しましょう。 

  ※ ただし、呼吸が荒くなるなど呼吸困難や血圧低下などの症状が見られるときは、 

   早急に医療機関へ受診してください。


